
 

船舶事故調査報告書 

平成２９年８月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年１１月１１日 ０２時３０分ごろ 

発生場所 沖縄県本部
も と ぶ

町水
み

納
んな

島北西方沖 

 水納島灯台から真方位３１７°１,７８０ｍ付近 

 （概位 北緯２６°３９.５′ 東経１２７°４８.５′） 

事故の概要 ヨットPrincess
プ リ ン セ ス

 Tiger
タ イ ガ ー

は、帆走中、リーフに乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成２８年１１月１１日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

ヨット Princess Tiger、５トン未満（長さ８.７４ｍ） 

 ２６０－３５４０３大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 フィンキール取付け部に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約３～４ｍ、潮汐 高潮時 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、帆走でタッキングを繰り返しなが

ら、東北東進していた。 

本船は、船長が後部甲板でティラーを操作して約７ノットの対地速

力で水納島灯台を目標としてタッキングをしようとしたところ、水納

島北西方沖のリーフ（以下「本件リーフ」という。）に乗り揚げた。 

船長は、本事故当時、本件リーフまでタッキングができる距離があ

ると思い、甲板上でセール操作などをしており、船内に設置されたＧ

ＰＳプロッターを見ていなかった。 

本船の喫水は、フィンキールの下端まで約２ｍであった。 

分析 本船は、風力５の北風を受けながら帆走中、船長が、本件リーフま

でタッキングができる距離があると思い、ＧＰＳプロッターを使用し

て船位の確認を行っていなかったことから、甲板上でセール操作など

を行っていたところ、本件リーフに乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、風力５の北風を受けながら帆走中、船長

が、本件リーフまでタッキングができる距離があると思い、ＧＰＳプ

ロッターを使用して船位の確認を行っていなかったため、甲板上でセ

ール操作などを行っていたところ、本件リーフに乗り揚げたものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・ＧＰＳプロッターを活用し、船位の確認を行うこと。 
 


